
「地域安全・安心まちづくり推進法」の早期制定を求める意見書

近年、子どもをはじめ、地域住民を巻き込んだ凶悪事件が頻発化しており、

防犯に対する国民の関心は高まっている。また、「民間交番」の設置など、地

域住民が自ら防犯活動を行う防犯ボランティア活動も活発化し、昨年末時点で、

地域住民による防犯ボランティア団体は全国で３万１，９３１団体にも上って

いる。

安全で安心して暮らせる地域社会を築くには、警察の力に加えて住民自らの

防犯活動を欠かすことはできない。現在、住民による活動が盛り上がりを見せ

る中、防犯ボランティア団体の活動を多角的にサポートするための法律制定が

強く求められている。

よって、政府におかれては、「犯罪に強いまちづくり」への自発的な取り組

みや防犯意識の向上のための活動を、国や自治体が総合的かつ計画的に支援す

ることを責務とする内容を盛り込んだ「地域安全・安心まちづくり推進法」（仮

称）を早期に制定されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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